
横浜市立能見台南小学校ＰＴＡ規約 

 

第１章 名称 

第１条  本組織は、横浜市立能見台南小学校ＰＴＡと称する。 

 

第２章 目的及び活動 

第２条  横浜市立能見台南小学校ＰＴＡ（以下本組織）は、保護者と教職員の信頼と協力により、 

 家庭・学校・地域における児童の健全な成長をはぐくむことを目的とした諸活動を行う。 

 

第３章 方針 

第３条  本組織は、教育を本旨とする民主団体として、細則に定める活動に従って活動する。 

 

第４章 会員 

第４条  本組織は、横浜市立能見台南小学校に在籍する児童の保護者と教職員をもって会員とする。 

第５条  会員は、会費を納めるものとする。 

第６条  会員は、規約の定めるところに従って公平な義務と権利を有する。 

 

第５章 会計 

第７条  本組織の活動に関する経費は、会費をもってこれに充てる。 

第８条  本組織の会費は、１世帯月額３００円とし、原則として８月を除いた１１ヶ月分を納入する。 

 また、在籍日数にかかわらず転出入の月は全額納入する。ただし、特別に事情がある場合 

 には、これを減免することが出来る。 

第９条  寄付金及びその他の収入を得る場合は、代表委員会の承認を得る。 

第１０条 会計は、総会において議決された予算に基づいて行われる。 

第１１条 決算は、会計監査を経て、総会に報告され承認を得る。 

第１２条 会計年度は、毎年４月１日から始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

第６章 役員 

第１３条 本組織に役員をおく。 

第１４条 役員は、会員から選出する。 

第１５条 役員の役職はＰＴＡ会長（以下会長）、ＰＴＡ副会長（以下副会長）、書記、会計、広報・ 

 総務、教職員とする。 

第１６条 年度中の欠員について、活動に支障が生じる場合は、速やかに補充を行う。 

第１７条 役員は役職に応じてその任務を行う。 

 

第７章 会計監査委員 

第１８条 本組織に、会計監査委員を２名置く。 

第１９条 会計監査委員は、年度の会計を監査し、その結果を総会に報告する。 



第８章 総会 

第２０条 本組織の最高議決機関として、全会員で構成された総会をおく。 

第２１条 総会の形式は、定期総会・臨時総会とする。 

 

 

第９章 役員会 

第２２条 本組織の執行機関として役員会をおく。 

 

第１０章 代表委員会 

第２３条 総会に次ぐ議決機関として代表委員会をおく。 

 

第１１章 各種委員会 

第２４条 各種委員会として学年委員会と校外委員会をおく。 

第２５条 学年委員会は、学級・学年間の連絡調整を図り、教育活動や教育環境への支援、会員の親睦

等の企画・運営を行い、学校教育への理解と協力を深める活動をする。 

第２６条 校外委員会は、地域社会との連携を図り、児童の登下校や校外生活の安全確保と児童の安全 

 意識の向上を促進する活動をする。 

 

第１２章 細則 

第２７条 本組織の運営に関し必要な細則は、この規約に反しない限りにおいて、役員会の起案と代表 

 委員会の承認によって定める。 

 

第１３章 改正 

第２８条 この規約は、総会において議決権行使数の過半数の賛同によって改正することができる。 

 

第１４章 付則 

本規約は、平成１０年９月５日より実施する。  

また、本規約の改正・追加は以下の通りとする。 

なお、特別の記載が無ければ定期総会での改正とし、改正のその日より実施されたものとする。 

 

平成１４年 ３月１４日   書面総会にて一部改正 

平成１４年 ５月 １日  一部改正 

平成１５年 ５月 ２日  一部改正 

平成１５年１１月 ７日  臨時総会にて一部改正 

平成１６年 ５月 １日  一部改正 

平成１７年 ４月 １日   臨時総会にて一部改正 

平成１７年 ４月 １日    臨時総会にて一部追加付帯 

平成１７年 ３月 ４日  臨時総会にて一部改正 



平成１７年 ４月 １日  臨時総会にて一部改正 

平成１７年 ４月 １日    臨時総会にて一部を追加付帯 

平成１９年 ２月 １日  臨時総会にて一部改正 

平成２０年 ５月 １日    ＰＴＡ慶弔規定を改正 

平成２３年 ５月 ９日   一部改正 

平成２６年１０月２３日  臨時総会にて一部改正 

平成２６年１０月２３日  臨時総会にてＰＴＡ慶弔規定を改正 

平成２７年１２月 ８日   臨時総会にて一部改正 

平成２８年 ４月２８日  細則を策定し、それに伴い全面的に改正 

令和 ３年１０月 ８日  臨時総会にて一部改正 

 

能見台南小学校 ＰＴＡ慶弔規定 

 

第１条  慶  弔  

         慶弔の種別と金額は、次の通りとする。但し、生花については税抜きとする。 

     

  教 職 員 児  童 保 護 者 

慰 

労 

転勤、退職 

退任 
花束（3,000円）   

弔 

慰 
本人死亡 

香典（10,000円） 

生花（15,000円） 

香典（10,000円） 

生花（15,000円） 

香典（10,000円） 

生花（15,000円） 

     

その他、規定以外の事項については、役員会で協議し、執行することができる。 

慶弔規定は、役員会の起案と代表委員会の承認によって改正することができる。 

 


